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2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
認知件数（件） 76,511 76,962 67,295 61,664 58,127 53,628 46,780 41,780 35,241 33,252 36,575
検挙件数（件） 27,855 26,800 26,995 26,416 22,964 22,338 20,062 17,738 17,496 17,537 16,567
検挙人員（人） 20,038 18,907 18,841 18,185 16,356 14,431 12,734 11,128 11,117 10,564 10,134
検挙率（％） 36.4 34.8 40.1 42.8 39.5 41.7 42.9 42.5 49.6 52.7 45.3

第２章 本県における再犯防止を取り巻く状況 

１ 犯罪の発生状況 

（1） 刑法犯認知、検挙状況 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 神奈川県警本部の犯罪統計資料による。 
 

（2） 再犯者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１ 法務省調べによる。 

注２ 再犯者率は、検挙人員のうちの再犯者の割合。 

資料２－１ 
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２ 検察における事件の状況 

  

 

（1） 新規受理件数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１ 特別法犯は、刑法犯及び過失運転致死傷等以外の罪をいい、条例違反を含む。 

注２ 道交違反は、道路交通法違反及び自動車の保管場所の確保等に関する法律の各違

反をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 検察統計年報による。 
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（2）事件の処分状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年の起訴、不起訴件数の各内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

起訴総数 

13,043 件 
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※１ 法務省調べによる。 

※２ 新受刑者は、当該年に刑事施設に入所した者の統計。 

※３ （3）を除き、犯罪時の居住地が神奈川県である者の統計。 

３ 矯正施設の入所者等の状況について 

 

 

 

 

（1） 再入者（入所度数が２度以上の者）の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 再入者率は、新受刑者のうちの再入者の割合。 

 

（2） ２年以内再入者の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 ２年以内再入者数は、該当年及び該当年の翌年の再入者数。 
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（3） 刑務所出所時に帰住先がない者の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１ 「帰住先がない者」とは、健全な社会生活を営む上で適切な帰住先を確保できな

いまま満期釈放により出所した者をいい、帰住先が不明の者や暴力団関係者のもと

である者などを含む。 

注２ 神奈川県内の刑事施設を出所した者の数値。 

 

（4）高齢(65歳以上）受刑者の状況  
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（5） 再入者の入所時における精神診断の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 「精神障がい等があると診断された者」とは、刑事施設等において、知的障がい、

人格障がい、神経症性障がい及びその他の精神障がい（精神作用物質使用による精神

及び行動の障がい、統合失調症、気分障がい、発達障がい等を含む。）があると診断

された者をいう。 

 

（6）少年院入院者の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１ 割合は県が算出。 
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※１ 法務省調べによる。 

※２ 横浜保護観察所管内の数値。 

（7）窃盗の罪により受刑した者の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 更生保護に関わる状況 

 

 

 

 

（1）保護観察終了時に無職である者の状況 
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（2）協力雇用主等の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）更生保護施設及び自立準備ホームにおいて一時的に居場所を確保した者の

状況 
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（4） 薬物事犯保護観察対象者の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 保護観察開始人員は、１号観察から４号観察までの合計人数。 

 

１号観察：家庭裁判所の決定により保護処分に付された者に対する保護観察 

（法第48条第１号） 

２号観察：委員会の決定により少年院からの仮退院を許された者に対する保護観察

（法第48条第２号） 

３号観察：委員会の決定により仮釈放を許された者に対する保護観察 

（法第48条第３号） 

４号観察：裁判所の判決により刑の執行を猶予され、保護観察に付された者に対す

る保護観察（法第48条第４号） 
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 （5）保護司の状況  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 2022年１月１日現在の神奈川県における保護司定数は2,001人。 

 

（6） “社会を明るくする運動”の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 “社会を明るくする運動”県及び地区推進委員会において実施した行事の参加

人数。 


